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北
朝
鮮
に
よ
る
拉
致
問
題
に
つ
い
て
の
外
務
省
Ｈ
Ｐ
に
お
け
る
記
述
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書

「
前
回
答
弁
書
」
（
内
閣
衆
質
一
七
一
第
二
〇
号
）
を
踏
ま
え
、
再
質
問
す
る
。

一

「
前
回
答
弁
書
」
で
は
、
人
権
侵
害
並
び
に
国
家
主
権
侵
害
に
つ
い
て
、
「
政
府
と
し
て
、
邦
人
の
人
権
が
侵
害
さ
れ
て

い
る
と
認
識
し
て
い
る
事
例
と
し
て
は
、
例
え
ば
、
北
朝
鮮
に
よ
っ
て
国
民
が
拉
致
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ

る
。
」
、
「
政
府
と
し
て
は
、
例
え
ば
、
我
が
国
の
領
域
内
で
北
朝
鮮
に
よ
っ
て
国
民
が
拉
致
さ
れ
た
こ
と
は
、
我
が
国
に

対
す
る
主
権
の
侵
害
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
。
」
、
更
に
「
政
府
と
し
て
は
、
拉
致
問
題
が
我
が
国
の
主
権
及
び
国
民
の

生
命
と
安
全
に
関
わ
る
重
大
な
問
題
で
あ
る
と
認
識
し
て
お
り
、
か
か
る
認
識
を
含
む
政
府
の
立
場
は
、
外
務
省
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
に
も
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
」
と
そ
れ
ぞ
れ
の
具
体
例
に
関
す
る
政
府
の
認
識
並
び
に
、
外
務
省
Ｈ
Ｐ
に
お
い
て
、
北

朝
鮮
に
よ
る
邦
人
拉
致
の
問
題
（
以
下
、
「
拉
致
問
題
」
と
い
う
。
）
が
、
人
権
侵
害
の
み
な
ら
ず
我
が
国
の
国
家
主
権
を

侵
害
し
て
い
る
問
題
で
あ
る
と
明
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
で
は
、
外
務
省
Ｈ
Ｐ
の
ど
こ
に
、
「
拉
致
問

題
」
が
我
が
国
の
国
家
主
権
侵
害
で
あ
る
旨
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
か
説
明
さ
れ
た
い
。

二

外
務
省
Ｈ
Ｐ
に
「
平
成
十
九
年
度

拉
致
問
題
の
解
決
そ
の
他
北
朝
鮮
当
局
に
よ
る
人
権
侵
害
問
題
へ
の
対
処
に
関
す
る

政
府
の
取
組
に
つ
い
て
の
報
告
」
と
題
す
る
文
書
（
以
下
、
「
文
書
」
と
い
う
。
）
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
「
文
書
」
に

一



「
拉
致
問
題
」
が
人
権
侵
害
で
あ
る
旨
書
か
れ
て
い
る
一
方
で
、
我
が
国
の
国
家
主
権
の
侵
害
で
あ
る
旨
の
記
述
が
な
い
の

は
な
ぜ
か
、
そ
の
理
由
を
説
明
さ
れ
た
い
。

三

本
年
一
月
十
二
日
、
韓
国
ソ
ウ
ル
に
て
日
韓
首
脳
会
談
（
以
下
、
「
会
談
」
と
い
う
。
）
が
行
わ
れ
た
が
、
「
会
談
」
で

「
拉
致
問
題
」
に
つ
い
て
日
韓
双
方
で
ど
の
様
な
や
り
取
り
が
行
わ
れ
た
か
説
明
さ
れ
た
い
。

四

外
務
省
Ｈ
Ｐ
に
あ
る
「
日
韓
首
脳
会
談
（
概
要
）
平
成
二
十
一
年
一
月
十
二
日
」
の
、
「
�
�
国
際
社
会
で
の
日
韓
協
力

の
具
体
化

（
�
）
北
朝
鮮
問
題
」
の
部
分
に
、
「
麻
生
総
理
よ
り
、
日
朝
関
係
に
つ
い
て
の
我
が
国
の
立
場
を
説
明
す
る

と
と
も
に
、
『
拉
致
問
題
は
重
大
な
人
権
侵
害
で
あ
り
、
早
急
に
解
決
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
』
と
述
べ
た
の
に
対

し
、
李
明
博
大
統
領
よ
り
、
『
韓
国
に
も
多
く
の
拉
致
被
害
者
が
い
る
。
北
朝
鮮
は
、
こ
の
問
題
の
解
決
に
協
力
す
べ
き
で

あ
り
、
日
本
と
同
じ
考
え
方
を
持
っ
て
い
る
。
』
と
の
発
言
が
あ
っ
た
。
」
と
の
記
述
が
あ
る
が
、
「
会
談
」
に
お
い
て
、

麻
生
太
郎
内
閣
総
理
大
臣
よ
り
、
「
拉
致
問
題
」
が
国
家
主
権
に
関
わ
る
問
題
で
あ
る
旨
の
発
言
は
な
さ
れ
た
か
。

五

四
で
、
な
さ
れ
な
か
っ
た
の
な
ら
、
そ
れ
は
な
ぜ
か
。
右
は
、
「
拉
致
問
題
」
は
国
家
主
権
に
関
わ
る
問
題
で
は
な
く
、

人
権
に
の
み
関
わ
る
問
題
で
あ
る
と
、
麻
生
総
理
が
認
識
し
て
い
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
の
か
。

六

「
会
談
」
に
お
い
て
麻
生
総
理
が
、
「
拉
致
問
題
」
が
国
家
主
権
に
関
わ
る
問
題
で
あ
る
こ
と
に
触
れ
ず
、
た
だ
人
権
に

二



の
み
関
わ
る
問
題
で
あ
る
と
の
言
及
し
か
し
な
か
っ
た
の
な
ら
、
そ
れ
は
我
が
国
が
「
拉
致
問
題
」
を
国
家
と
し
て
譲
る
こ

と
の
出
来
な
い
国
家
主
権
に
関
わ
る
問
題
か
ら
、
人
権
に
関
わ
る
問
題
へ
と
、
「
拉
致
問
題
」
の
本
質
に
つ
い
て
の
認
識
を

改
め
、
解
決
に
向
け
た
ハ
ー
ド
ル
を
下
げ
た
と
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
、
シ
グ
ナ
ル
を
北
朝
鮮
に
発
す
る
こ
と
に
な
り
、
我
が
国
の

国
益
を
著
し
く
損
な
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
麻
生
総
理
の
見
解
如
何
。

右
質
問
す
る
。

三


